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認 定 こ ど も 園 に つ い て 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔類型〕           《現行制度》                   《改正後》 

 

 

 

 
○ 改正認定こども園法に基づく単一の認可 

○ 指導監督を一本化し、認可・指導監督の権

限を都道府県から指定都市・中核市に移譲 

○ 財政措置は「施設型給付」で一本化 
 

※ 設置主体は国、自治体、学校法人、社会福祉法

人のみ 

※ 設置主体は国、自治体、学校法人のみ 

○ 幼稚園は学校教育法に基づく認可 

○ 保育所は児童福祉法に基づく認可 

○ それぞれの法体系に基づく指導監督 

○ 幼稚園・保育所それぞれの財政措置 

○ 改正認定こども園法により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」を創設 

（新たな「幼保連携型認定こども園」） 

・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進 

・設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ（株式会社等の参入は不可） 

○ 財政措置は、既存３類型も含め、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の「施設型給付」で一本化 

→ 消費税を含む安定的な財源を確保 

※ 設置主体は国、自治体、

学校法人、社会福祉法人

のみ 

幼保連携型 

 幼稚園 
（学校） 

保育所 
（児童福祉施設） 

 

幼 稚 園 型 

※ 設置主体制限なし 

保 育 所 型 

※ 設置主体制限なし 

地方裁量型 

幼稚園 
（学校） 

保育所機能 

 
幼稚園機能 

+ 
保育所機能 

 
保育所 

（児童福祉施設） 幼稚園機能 

幼保連携型認定こども園 
（学校及び児童福祉施設） 

○ 施設体系は、現行どおり 

○ 認定の権限も、現行どおり都道府県 

○ 財政措置は「施設型給付」で一本化 

（認可外部分を含む） 

○ 認可外部分 

○ 財政措置なし 
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子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業について  

 

 

子育て当事者等の意見を反映 

子ども・子育て家庭の状況及び需要 

 

満３歳以上の子どもを持つ、 

保育を利用せず家庭で子育てを 

行う家庭 

[学校教育＋子育て支援] 

 

満３歳以上の子どもを持つ、 

保育を利用する家庭 

[学校教育＋保育＋放課後児童 
健全育成事業＋子育て支援] 

 

満３歳未満の子どもを持つ、 

保育を利用する家庭 

 

[保育＋子育て支援] 

 

満３歳未満の子どもを持つ、 

保育を利用せず家庭で子育てを 

行う家庭 

[子育て支援] 

需要の調査・把握 
（現在の利用状況・利用希望） 

市 町 村 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 

計画的な整備 

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 給 付 

 

 

 
地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 

 

 

 

 

○ 地域子育て支援拠点事業       ○ 乳児家庭全戸訪問事業        ○ 養育支援訪問事業 
○ 延長保育事業            ○ 子育て短期支援事業         ○ 一時預かり事業 
○ 病児。病後児保育事業        ○ファミリー・サポート・センター事業  ○ 放課後児童健全育成事業 ※ 
○ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 
○ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 
○ 妊婦健診 
 

地方版子ども・子育て会議 

利  用  者  支  援 ※ 子ども・子育て支援に係る給付の確実な受給や事業の円滑な利用のため、子ども・保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供と助言等を行う。 

※ 放課後児童健全育成事業の対象年齢を 

おおむね10歳未満の小学生から小学校全学年に拡大。 

現 金 給 付 

児童手当 
○ 施 設 型 給 付  認定こども園、幼稚園、保育所 
○ 地域型保育給付  小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 

教育・保育給 付 
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施 設 型 給 付 の 流 れ に つ い て  

現

行

制

度 

 

新

制

度 

 

幼稚園就園 
奨励費 

○ 市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性を認定する。 

○ 保護者に対する個人給付を基礎とし、確実に学校教育・保育に

要する費用に充てるため、法定代理受領のしくみとする。（保育

料等は施設が保護者から徴収）。 

○ 契約については、保育の必要性に関わらず、市町村の関与の下、

保護者が自ら施設を選択し、保護者が施設と契約する公的契約と

し、「正当な理由」がある場合を除き、施設に応諾義務を課す。 

○ 入園希望者が定員を上回る場合は「正当な理由」に該当するが、

この場合、施設は、国の選考基準※に基づき、選考を行う。 

※ 保育の必要性の認定を受けた子どもについては、定員以上に応募が

ある場合、優先利用に配慮しつつ、保育の必要度に応じて選定する。

保育の必要性の認定を受けない子どもについては、施設の設置者が定

める選考基準（選考方法）に基づき選考することを基本とする。 

○ 私立保育所については、市町村と保護者が契約し、私立保育所

に対して委託費を支払う。保育料も市町村が徴収する。 

保護者 

市 町 村 

幼 稚 園 

（認定こども園の認可幼稚園部分を含む） 

認 可 保 育 所 

（認定こども園の認可保育所部分を含む） 

 

（幼稚園就園 
奨励費（代理受領）※） 

学校教育 

契約 

保育料 保育 

公法上の 
契約（委託） 運営費の 

支払い 

文部科学省 

補助 

厚生労働省 

保育料 補助金の申請 

保護者 

市 町 村 

契約 

内 閣 府 

保護者 教育・保育施設 

（認定こども園、幼稚園、保育所） 

市 町 村 

（窓口の一本化） 

保育の必要性 
の認定 

個人給付 

保育料 

公的契約 

補助 

学校教育・保育の提供 

施設型給付 

（法定代理受領） 

利用支援 

斡旋、要請、 

調整、措置 

都道府県 

私学助成 

補助 
※市町村によっては、幼稚園が保護者に代

わって幼稚園就園奨励費を代理受領し、保

育料の軽減を図るしくみを取っている。 
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教育・保育給付の利用手続きについて 

 

保 護 者 市 町 村 

保育の必要性の認定の申請 ※ 

保育の必要性の認定 

認 定 証 の 交 付  

保育の必要性の認定を

受けなかった場合 

利 用 調 整 

利用可能な施設の斡旋・要請など 

私 立 保 育 所 

● 保護者と施設（事業者）の契約 

・ 保育料は施設（事業者）へ支払う。 

認定こども園、幼稚園 

保育の必要性の認定を

受けた場合 

保育利用の申込 ※ 

認定こども園、公立保育所、地域型保育 

● 保護者と市町村の契約 

・ 保育料は市町村へ支払う。 

● 施設へ、直接、 

申込み・契約 

・ 市町村から施設（事業者）へ施設型給付又は地域型

保育給付を支払う。[法定代理受領] 
・ 市町村から保育所へ委託費を支払う。 

※ 同時に手続きが可能 



平成２７年４月本格施行を想定したスケジュール
国

市

区分

主な動き（想定）
＊法律公布(8/22) ＊4月 子ども・子育て会議設置 ＊4月 本格施行 ＊10月 消費税10%に引き上げ

基本指針
子ども・子育て会議等での検討

会議の設置についての検討
＊地方版子ども・子育て会議の設置　　事業計画等を調査審議

市町村事業計画の検討（ニーズ調査を含む）
＊計画の策定

認可基準・確認基準
（幼保連携型認定こども園等）

条例の検討 認可・確認事務

保育の必要性の認定基準
認定事務

実態調査 実態調査、子ども・子育て会議等での検討 骨格の提示

利用者負担の設定

市町村事業
（地域子ども・子育て支援事業）

条例の検討 届出受理・事業実施準備

制度管理システムの導入
制度管理システムの調査・検討 システム導入

子ども・子育て支援新制度施行準備室（内閣府） 子ども・子育て本部（内閣府）

体制（組織・人員）の検討、整備

関係団体等への説明
説明会の開催等

市民向け広報
広報

平成27年度

公定価格
※　施設型給付・地域型保育給付
　の額のこと

地方版子ども・子育て会議

事業計画の策定
　　　　　   　＊計画素案に対する意見募集

実施体制

平成24年度 平成25年度 平成26年度

＊4月 消費税8%に引き上げ

子ども・子育て会議等での検討（政省令案は順次公表）

子ども・子育て会議等での検討（政省令案は順次公表）

子ども・子育て会議等での検討（政省令案は順次公表）
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